
条 例

�愛媛県条例第４５号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のよ

うに公布する。

平成２７年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部改正）

第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例（平成１８年愛媛県条例第５４号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第２条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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� 目 次 �
条 例

○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例…（子育て支援課）……１

○ 愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）……２

改 正 後 改 正 前

第４条 省略

第５条 省略

（保育所型認定こども園の認定の有効期間）

第４条 法第５条第１項の認定の有効期間は、当該認定の日から起

算して４年を経過した日の属する年度（４月１日から翌年の３月

３１日までをいう。）の末日までとする。

第５条 省略

第６条 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名称 金額 事 務 名称 金額

１～５０ 省略 １～５０ 省略

５１ 採石法第３２条の４第１項第６号ロの規定に基

づく業務管理者試験合格者と同等以上の知識等

を有する旨の認定の申請に対する審査

省略 ５１ 採石法第３２条の４第１項第５号ロの規定に基

づく業務管理者試験合格者と同等以上の知識等

を有する旨の認定の申請に対する審査

省略

５２～８０ 省略 ５２～８０ 省略

８１ 砂利採取法第６条第１項第６号ロの規定に基

づく業務主任者試験合格者と同等以上の知識等

を有する旨の認定の申請に対する審査

省略 ８１ 砂利採取法第６条第１項第５号ロの規定に基

づく業務主任者試験合格者と同等以上の知識等

を有する旨の認定の申請に対する審査

省略

８２～１０２ 省略 ８２～１０２ 省略

備考 省略 備考 省略
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附 則

この条例中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２７年１２月２６日から施行する。

�愛媛県条例第４６号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２７年１０月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

６ 省略 ６ 省略

改 正 後 改 正 前

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

� 電気事業

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

� 電気事業

名 称 位 置 最大出力 名 称 位 置 最大出力

省略 省略

愛媛県畑寺発電所 松山市 ５３０キロワット 愛媛県畑寺発電所 松山市 ５１０キロワット

�～� 省略 �～� 省略

平成２７年１０月２０日 発行
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